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○琉 球 大 学 学 則

１９７２年３月２７日

制 定

第１章 総則

第１節 目的

（目的）

第１条 本学は，広く教養的知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，

道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし，その目的を実現するための教育研

究を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとす

る。

（教育研究上の目的）

第１条の２ 本学は，学部，学科又は課程等ごとに，人材の養成に関する目的その他の教

育研究上の目的を学部規程等に定めるものとする。

（教育研究活動等の状況の公表）

第１条の３ 本学は，教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため，その教育研究

活動等の状況を公表するものとする。

２ 前項の教育研究活動等の状況の公表については，学校教育法施行規則第１７２条の２

に定めるところによる。

第２節 組織

（学部，学科，課程及び収容定員）

第２条 本学の教育研究上の目的を達成するため，次の学部及び学科又は課程を置く。

法文学部 総合社会システム学科，人間科学科，国際言語文化学科

観光産業科学部 観光科学科，産業経営学科

教育学部 学校教育教員養成課程，生涯教育課程

理 学 部 数理科学科，物質地球科学科，海洋自然科学科

医 学 部 医学科，保健学科

工 学 部 機械システム工学科，環境建設工学科，電気電子工学科，情報工学科

農 学 部 亜熱帯地域農学科，亜熱帯農林環境科学科，地域農業工学科，亜熱帯生物資

源科学科

２ 前項の法文学部の総合社会システム学科及び国際言語文化学科並びに観光産業科学部

の産業経営学科並びに工学部の機械システム工学科及び電気電子工学科に，学生の教育

上の区分として，それぞれ主として昼間に授業を行うコース（以下「昼間主コース」と

いう。）及び主として夜間に授業を行うコース（以下「夜間主コース」という。）を置

く。
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３ 第１項の各学部に置く学科又は課程の収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 入 学 定 員 第３年次特別 収 容 定 員

編入学定員

総合社会システム学科

昼間主コース 170 人 12 人 704 人

夜間主コース 30 人 4 人 128 人

人 間 科 学 科 95 人 3 人 386 人

国 際 言 語 文 化 学 科

法文学部 昼間主コース 80 人 3 人 326 人

夜間主コース 30 人 4 人 128 人

小 計 405 人 26 人 1,672 人

観 光 科 学 科 60 人 240 人

観光産業 産 業 経 営 学 科

科学部 昼間主コース 60 人 240 人

夜間主コース 20 人 4 人 88 人

小 計 140 人 4 人 568 人

学校教育教員養成課程 100 人 400 人

教育学部 生 涯 教 育 課 程 90 人 360 人

小 計 190 人 760 人

数 理 科 学 科 40 人 160 人

物 質 地 球 科 学 科 65 人 260 人

理 学 部 海 洋 自 然 科 学 科 95 人 380 人

小 計 200 人 800 人

医 学 科 100 人 ※ 5 人 625 人

医 学 部 保 健 学 科 60 人 240 人

小 計 160 人 ※ 5 人 865 人

機械システム工学科

昼間主コース 90 人 5 人 370 人

夜間主コース 20 人 80 人
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環 境 建 設 工 学 科 90 人 4 人 368 人

工 学 部 電 気 電 子 工 学 科

昼間主コース 80 人 5 人 330 人

夜間主コース 10 人 40 人

情 報 工 学 科 60 人 6 人 252 人

小 計 350 人 20 人 1,440 人

亜 熱 帯 地 域 農 学 科 35 人 140 人

亜熱帯農林環境科学科 35 人 140 人

農 学 部 地 域 農 業 工 学 科 25 人 100 人

亜熱帯生物資源科学科 35 人 5 人 150 人

小 計 130 人 5 人 530 人

合 計 1,575 人 55 人 6,635 人

※ 5 人

備考 ※印を冠するものは，第２年次特別編入学定員を示す。

（講座等）

第２条の２ 前条の学部及び学科又は課程（以下「学部等」という。）に，講座又は学科

目及びその他の教員組織（以下「講座等」という。）を置く。

２ 学部等に置く講座等については，別に定める。

第３条 削除

（大学院）

第３条の２ 本学に，大学院を置く。

２ 大学院に関し必要な事項は，別に定める。

（専攻科）

第３条の３ 本学に，専攻科を置く。

２ 専攻科に関し必要な事項は，別に定める。

第４条 削除

（学部附属の教育研究施設）

第５条 本学の次の学部に，附属の教育施設及び研究施設を置く。

教育学部 教育実践総合センター，発達支援教育実践センター

医 学 部 実験実習機器センター，動物実験施設

工 学 部 工作工場
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農 学 部 亜熱帯フィールド科学教育研究センター

２ 学部附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（学内共同教育研究施設）

第５条の２ 本学に，次の学内共同教育研究施設を置く。

研究基盤センター，総合情報処理センター，博物館（風樹館）

２ 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（大学附属の研究施設）

第５条の３ 本学に，次の研究施設を置く。

熱帯生物圏研究センター，国際沖縄研究所，島嶼防災研究センター

２ 大学附属研究施設に関し必要な事項は，別に定める。

（附属学校）

第５条の４ 本学の教育学部に，次の附属学校を置く。

附属小学校，附属中学校

２ 附属学校に関し必要な事項は，別に定める。

（附属病院）

第５条の５ 本学の医学部に，附属病院を置く。

２ 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。

（附属図書館）

第６条 本学に，附属図書館を置く。

２ 附属図書館に，医学部分館を置く。

３ 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。

第７条 削除

（保健管理センター）

第７条の２ 本学に，保健管理センターを置く。

２ 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。

（共同利用・共同研究拠点）

第７条の３ 第５条の３に規定する大学附属研究施設のうち，次に掲げる研究施設は，学

校教育法施行規則第１４３条の３第２項の規定により，文部科学大臣の認定を受けた共

同利用・共同研究拠点として学術研究の発展に資するものとする。

大学附属研究施設 共同利用・共同研究拠点

熱帯生物圏研究センター 熱帯生物圏における先端的環境生命科学共同研究拠点
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（大学運営推進組織）

第７条の４ 本学に，大学の重要事項を企画，推進又は支援するため，次の組織を置く。

グローバル教育支援機構，研究推進機構，地域連携推進機構，亜熱帯島嶼科学超域研究

推進機構，ダイバーシティ推進本部，大学評価センター，インスティテューショナル・

リサーチ推進室，ＩＴ戦略室，ハラスメント相談支援センター，広報戦略本部

２ 大学運営推進組織に関し必要な事項は，別に定める。

第３節 職員組織

（職員）

第８条 本学に，次の職員を置く。

(1) 学長

(2) 教員

(3) 事務職員

(4) 技術職員

(5) 看護職員

(6) 教務職員

(7) 技能職員

(8) 労務職員

(9) その他の職員

２ 前項の教員とは，大学教員及び附属学校教員をいう。

３ 前項の大学教員とは，大学の教授，准教授，講師，助教，助手，特任教授，特任准教

授及び特任講師をいい，附属学校教員とは，附属学校の副校長，教頭，主幹教諭，教諭，

養護教諭及び栄養教諭をいう。

（学部長）

第８条の２ 学部に学部長を置き，当該学部の教授をもって充てる。

２ 前項にかかわらず，医学部長にあっては大学院医学研究科（以下「医学研究科」とい

う。），医学部保健学科又は医学部附属病院の教授をもって充てる。

３ 学部長は，学部運営の責任者として，学部に関する校務を統括する。

４ 学部長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（副学部長）

第８条の３ 学部に副学部長を置くことができる。

２ 副学部長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（学科長及び課程長）

第８条の４ 法文学部，観光産業科学部，理学部，医学部，工学部及び農学部の学科に学

科長を，教育学部の課程に課程長を置き，当該学科又は課程の教授をもって充てる。

ただし，医学科の学科長にあっては医学研究科又は医学部附属病院の教授をもって充て

る。
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２ 学科長又は課程長は，学科又は課程の責任者として，学科又は課程に関する校務を統

括する。

３ 学科長又は課程長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（学生指導主任）

第８条の５ 学部に学生指導主任を置き，当該学部の教授又は准教授をもって充てる。

ただし，医学部にあっては医学研究科又は医学部保健学科の教授又は准教授をもって充

てる。

２ 学生指導主任は，学部の学生指導業務全般について，学部長を補佐する。

３ 学生指導主任の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（附属図書館長）

第８条の６ 附属図書館に館長を置き，本学の教授をもって充てる。

２ 附属図書館長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（附属病院長）

第８条の７ 医学部附属病院に病院長を置き，医学研究科，医学部保健学科又は医学部附

属病院の教授をもって充てる。

２ 附属病院長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（副学長）

第８条の８ 本学に，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる副学長を置くことができ

る。

２ 副学長の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

（学長補佐）

第８条の９ 本学に，学長の指示する全学的な企画，立案等に参画し，かつ，必要な調査

検討等を行う学長補佐を置くことができる。

２ 学長補佐の選考その他必要な事項に関しては，別に定める。

第４節 教授会

第９条 削除

第１０条 削除

（教授会）

第１１条 各学部，医学研究科及び熱帯生物圏研究センターに，教授会を置く。

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。

第２章 学部通則

第１節 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日
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（修業年限）

第１２条 本学の修業年限は，４年とする。ただし，医学部医学科にあっては，６年とす

る。

（修業年限の通算）

第１２条の２ 第１７条の６第１項の規定に該当する者の既修得単位が第４９条第１項の

科目等履修生として修得したものであるときは，各学部は当該単位数，その修得に要し

た期間その他必要と認める事項を勘案し相当の期間を修業年限に通算することができ

る。ただし，通算する期間は，前条に規定する修業年限の２分の１を超えてはならない。

（在学期間）

第１３条 学生は，就業年限の２倍を超えて在学することができない。ただし，第２９条

第１項，第２９条の２第１項及び第２項，第３０条第１項並びに第３１条第１項の規定

により入学した学生は，入学後の在学すべき年数の２倍を超えて在学することができな

い。

（学年）

第１４条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

（学期）

第１５条 学年を次の２学期に分ける。

前学期 ４月１日から９月３０日まで

後学期 10 月 1 日から翌年の３月３１日まで

２ 前項の規定にかかわらず，医学部医学科にあっては，第２年次以降は次の３学期とす

る。

第１学期 ４月１日から８月３１日まで

第２学期 ９月１日から１２月３１日まで

第３学期 翌年の１月１日から３月３１日まで

３ 学長は，前２項の学期の期間を必要に応じて変更することができる。

（休業日）

第１６条 休業日は，次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日

２ 春季，夏季及び冬季の休業日は，教育研究評議会（以下「評議会」という。）の議を

経て学長が別に定める。

３ 臨時休業日は，その都度学長が定める。

４ 休業日の期間中でも，必要な実習その他を課すことができる。

第２節 教育課程及び履修方法等
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（教育課程の編成方針）

第１７条 教育課程は，本学，学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために

必要な授業科目を自ら開設し，体系的に編成するものとする。

２ 教育課程の編成に当たっては，学部の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，幅

広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮する

ものとする。

（教育課程の編成方法等）

第１７条の２ 各学部及び学科等は，各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目に分

け，これを各年次に配当して教育課程を編成するものとする。

２ 本学は，学生が所属する学部及び学科等の教育課程以外に，学際的テーマ又は特定の

学問分野について，学生の複眼的な思考力，統合的な理解力等を育成するための教育課

程（以下「副専攻」という。）を開設し，その学習成果を認定することができるものと

する。

３ 前項の副専攻に関し，必要な事項は別に定める。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第１７条の３ 本学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実

施するものとする。

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修）

第１７条の４ 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学との協議に基づき，学

生が当該大学又は短期大学において履修した科目について修得した単位を，本学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２ 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位は，当該学部教授会の議に

基づき，６０単位を限度として，卒業の要件となる単位として取り扱うことができる。

（大学以外の教育施設における学修）

第１７条の５ 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，当該学部教授会の議に基づき，

本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。

２ 前項の規定により与えることができる単位数は，当該学部教授会の議に基づき，前条

の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を限度として，卒業の要

件となる単位として取り扱うことができる。

（入学前の既修得単位等の認定）

第１７条の６ 教育上有益と認めるときは，学生が本学入学前に大学若しくは短期大学又

は外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位（大学

設置基準 （ 昭和３１年文部省令第２８号）第３１条の規定により科目等履修生として

修得した単位を含む。）を，当該学部教授会の議に基づき，本学入学後の本学における

授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２ 教育上有益と認めるときは，学生が本学入学前に行った前条第１項に規定する学修を，



- 9 -

本学入学後の学修とみなし，単位を与えることができる。

３ 前２項により修得したものとみなし，又は与えることができる単位については，編入

学，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについて，

当該学部 教授会の議に基づき，第１７条の４第１項及び前条第１項の規定により修得

したものとみなす単位数と合わせて６０単位を限度として，卒業の要件となる単位とし

て取り扱うことができる。

（特別の課程の履修証明）

第１７条の７ 本学は，文部科学大臣の定めるところにより，本学の学生以外の者を対象

とした特別の課程を編成し，これを修了したものに対し，修了の事実を証する証明書を

交付することができる。

（授業科目の区分）

第１８条 授業科目は，その内容により共通教育，専門基礎教育及び専門教育の科目群に

分ける。

（共通教育，専門基礎教育及び専門教育の運営）

第１８条の２ 共通教育，専門基礎教育及び専門教育の運営については，別に定める。

（履修方法）

第１９条 授業科目の種類，単位数又は授業時間数，履修方法等は，別に定める。

（単位）

第２０条 授業科目の単位の計算方法は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とす

る内容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該教授による教育効果，

授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の各項の基準により単位数を計算するものと

する。

２ 共通教育及び専門基礎教育については，次のとおりとする。

(1) 講義及び演習については，１５時間の授業をもって１単位とする。ただし，外国語

科目については，教育上必要と認められる場合には，３０時間の授業をもって１単位

とすることができる。

(2) 実験，実習及び実技については，３０時間の授業をもって１単位とする。ただし，

専門基礎科目の実験については，４５時間の授業をもって１単位とする。

(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合において，講義及び演習については係数３（ただし，外国語科目に

おいて教育上必要と認められる場合には係数１．５），実験，実習及び実技について

は係数１．５（ただし，専門基礎科目の実験については係数１）に対し，それぞれの

授業時間を乗じて得た数値の和が４５時間の授業をもって１単位とする。

３ 専門教育については，次のとおりとする。

(1) 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で各学部規程で定める

時間の授業をもって１単位とする。

(2) 実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で各学部規程で
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定める時間の授業をもって１単位とする。ただし，芸術等の分野における個人指導に

よる実技の授業については，当該学部規程で定める時間の授業をもって１単位とする

ことができる。

(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合については，その組み合わせに応じ，各学部規程で定める時間の授

業をもって１単位とする。

４ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目については，これらの学

修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な

学修を考慮して，単位数を各学部規程で定めることができる。

（単位の授与及び授業科目の履修の認定）

第２１条 授業科目を履修した者には，試験及び出席状況その他によって認定の上，単位

を与える。ただし，医学部医学科の専門教育科目については，授業科目の履修の認定を

行う。

（成績の評価）

第２２条 成績の評価は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＦの５種の評語をもって表し，Ａ，Ｂ，Ｃ

及びＤを合格としＦを不合格とする。ただし，現業実習等の場合は，Ｐ又はＦの評語を

もって表し，Ｐを合格としＦを不合格とする。

（成績評価基準等の明示等）

第２２条の２ 本学は学生に対して，授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。

２ 本学は学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保

するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に従って適

切に行うものとする。

（１年間の授業期間）

第２３条 １年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め，３５週にわたることを

原則とする。

第３節 入学，編入学，転入学，再入学及び留学等

（入学）

第２４条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，再入学については，学期の始めと

することができる。

（入学資格）

第２５条 本学の入学資格は，次のとおりとする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者

(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文
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部科学大臣の認定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教

育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（旧規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学

入学資格検定に合格した者を含む。）

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，１８歳に達したもの

（入学志願手続）

第２６条 入学を志願する者は，所定の期日までに入学願書に入学検定料及び別に定める

書類を添えて願い出なければならない。

（入学者の選抜）

第２７条 入学志願者に対しては，選抜試験を行う。

（入学手続及び入学許可）

第２８条 選抜試験の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，誓約書

その他必要な書類を提出するとともに，入学料を納付しなければならない。

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。ただし，第４４条の２に基

づき入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者については，入学料の未納にかかわらず入

学を許可することができる。

（編入学）

第２９条 次の各号の一に該当する者で，編入学を志願する者があるときは，欠員のある

場合に限り，学長は，当該学部教授会の議を経て担当年次に入学を許可することができ

る。

(1) 大学を卒業した者又は大学において２年以上在学し退学した者

(2) 短期大学，高等専門学校，旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業

した者

(3) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第９０条に規定する者に限る。）

(4) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）附則第７条の規定により大学

に編入学できる者

(5) 外国において，学校教育における１４年以上の課程を修了した者

２ 前項に規定するもののほか，編入学については，別に定める。
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（特別編入学）

第２９条の２ 次の各号の一に該当する者で，法文学部の総合社会システム学科，人間科

学科及び国際言語文化学科，観光産業科学部の産業経営学科，工学部の機械システム工

学科，環境建設工学科，電気電子工学科及び情報工学科，農学部の亜熱帯生物資源科学

科の第３年次特別編入学定員により編入学を志願する者については，学長は，当該学部

教授会の議を経て入学を許可することができる。

(1) 大学を卒業した者

(2) 短期大学，高等専門学校，旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業

した者

(3) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第９０条に規定する者に限る。）

(4) 修業年限４年以上の大学に２年以上在学し，所定の単位を修得した者

(5) 学校教育法施行規則附則第７条の規定により大学の第３年次に編入学できる者

(6) 外国において，学校教育における１４年以上の課程を修了した者

２ 次の各号の一に該当し，一般（共通）教育科目の所定の単位を修得した者で，医学部

医学科の第２年次特別編入学定員により編入学を志願する者については，学長は，当該

学部教授会の議を経て入学を許可することができる。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第１０４条第３項の規定により学士の学位を授与された者

３ 前項に規定するもののほか，特別編入学については，別に定める。

（転入学）

第３０条 他の大学に在学中の者で，本学に転入学を志願する者があるときは，欠員のあ

る場合に限り，学長は，当該学部教授会の議を経て相当年次に入学を許可することがで

きる。

２ 転入学を希望する者は，現に在学する大学の学長の許可書を願書に添付しなければな

らない。

３ 前２項に規定するもののほか，転入学については，別に定める。

（再入学）

第３１条 次の各号の一に該当する者で，同一学科又は課程に再入学を志願する者がある

ときは，学長は，当該学部教授会の議を経て相当年次に入学を許可することができる。

(1) 第３６条による退学者

(2) 第３７条第５号，第６号，第７号及び第８号の規定により除籍された者

２ 前項に規定するもののほか，再入学については，別に定める。

（転学部，転学科又は転課程）

第３２条 本学の学生で，転学部，転学科又は転課程を志願する者があるときは，学期の

始めに，学長は，関係学部教授会の議を経て相当年次に転学部，転学科又は転課程を許

可することができる。

２ 前項に規定するもののほか，転学部，転学科又は転課程については，別に定める。
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（転学）

第３３条 本学の学生で他の大学へ入学又は転入学をしようとする者は，学部長を経て学

長の許可を得なければならない。

（留学）

第３３条の２ 外国の大学又は短期大学に留学を志願する学生は，学部長を経て学長の許

可を受けなければならない。

２ 第１７条の４の規定は，学生が留学する場合について準用する。この場合において「他

の大学又は短期大学」とあるのは，「外国の大学又は短期大学」と読み替えるものとす

る。

第４節 休学，復学，退学及び除籍

（休学）

第３４条 病気その他の理由により修学を中止しようとする者は，医師の診断書その他の

理由書を添え，学部長を経て願い出，学長の許可を得て休学することができる。

２ 病気その他の理由により修学が不適当と認められる者に対しては，学長は，当該学部

教授会の議を経て必要な期間休学を命ずることができる。

３ 休学期間は，当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし，特別の理由があるとき

は，休学期間を延長することができる。

４ 休学期間は，通算して４年を超えることはできない。ただし，医学部医学科にあって

は，通算して６年を超えることはできない。

５ 第２９条第１項，第２９条の２第１項，同条第２項，第３０条第１項及び第３１条第

１項の規定により入学した学生の休学期間は，入学後の在学すべき年数を超えることが

できない。

６ 休学期間は，第１２条に規定する修業年限及び第１３条に規定する在学期間に算入し

ない。

（復学）

第３５条 休学期間の満了した者，又は休学期間満了前にその理由が消滅した者は，所定

の期日までに学部長を経て願い出，学長の許可を得て復学することができる。

２ 病気による休学者が復学しようとするときは，医師の診断書を添付するものとする。

（願い出による退学）

第３６条 退学しようとする者は，学部長を経て願い出，学長の許可を得なければならな

い。

（除籍）

第３７条 次の各号の一に該当する者は，当該学部教授会の議を経て，学長が，これを除

籍する。

(1) 長期間にわたり行方不明の者
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(2) 在学期間を超えた者

(3) 第３４条第４項及び第５項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者

(4) 病気その他の理由により，成業の見込みがないと認められる者

(5) 休学期間満了後督促してもなお所定の手続をしない者

(6) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は入学料の半額免除若しくは

徴収猶予を許可された者で所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなかった者

(7) 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者

(8) 卒業に要する最終学年を除く１学年の修得単位（第１７条の６第３項により認定さ

れた単位は除く。以下，この号において同じ。）が１６単位未満の者。ただし，医学

部医学科にあっては，第１年次の修得単位が１６単位未満の者に限る。

第５節 卒業及び学位

（卒業）

第３８条 本学に第１２条に規定する年限在学し，所定の教育課程を修了した者には，当

該学部教授会の議を経て，学長が卒業を認定する。

（学位）

第３９条 本学を卒業した者には，学士の学位を授与する。

２ 学位に関し必要な事項は，別に定める。

第５節の２ 教員の免許状授与の所要資格の取得

（教員の免許状授与の所要資格の取得）

第３９条の２ 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭

和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）

に定める所要の単位を修得しなければならない。

２ 本学の学部の学科又は課程において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類

は，別表に掲げるとおりとする。

第６節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料）

第４０条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額は，国立大学法人琉球大学料金規程（以

下「料金規程」という。）の定めるところによる。

（授業料の納付）

第４１条 授業料は，年額の２分の１ずつを次の２期に分けて納付しなければならない。

区 分 納 期

前期 （４月から９月まで） ４月１日から４月３０日まで

後期 （10 月から翌年３月まで） 10 月１日から 10 月３１日まで

２ 前項の規定にかかわらず，学生の申出があったときは，前期に係る授業料を徴収する
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ときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

３ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第１項の規定にかかわら

ず，入学を許可される者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収するものと

する。

４ 第１項の徴収期後に入学又は復学を許可された者は，入学又は復学した月から当該期

末までの授業料を入学又は復学した月に納付しなければならない。

５ 学年の中途で卒業する者は，卒業の日の属する月までの授業料を納めなければならな

い。

（退学及び停学等の場合の授業料）

第４２条 学期の中途で退学し，又は除籍された者の当該期分の授業料は徴収する。

２ 停学期間中の授業料は徴収する。

３ 第１項の規定にかかわらず，第３７条第１号，第６号及び第７号の規定により除籍し

た場合は，未納の授業料を免除することができる。

（休学の場合の授業料）

第４３条 本学の学生が授業料の納入期限までに休学を許可され若しくは休学を命ぜられ

又は授業料の徴収猶予を受けていた者が休学を許可され若しくは休学を命ぜられた場合

は，月割計算により休学当月の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除する。

第４４条 削除

（入学料の免除及び徴収猶予）

第４４条の２ 学長は，特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認めるとき

は，その者の願い出に基づき，入学料の全額若しくは半額を免除し，又はその徴収を猶

予することができる。

２ 前項に規定するもののほか，入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に定

める。

（授業料の免除及び徴収の猶予）

第４５条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認めるとき，

又はその他やむを得ない事情があるときは，願い出により，学長は，授業料の全額若し

くは半額を免除し，又はその徴収を猶予することができる。

２ 琉球大学２１世紀グローバルプログラム対象学生は，授業料を免除する。

３ 本学学部に在学する者のうち、人物及び学業成績等が特に優秀であると認められる者

（「学業成績優秀者」という。)の授業料を免除する。

４ 前３項に規定するもののほか，授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は，別

に定める。

（寄宿料の免除）

第４５条の２ 学長は，学生又は学生の学資を主として負担している者が，風水害等の災

害を受け，寄宿料の納付が著しく困難であると認めるときは，その者の願い出に基づき
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寄宿料を免除することができる。

２ 前項に規定するもののほか，寄宿料の免除に関し必要な事項は，別に定める。

（研究生等の授業料等）

第４６条 研究生，特別聴講学生，科目等履修生及び外国人学生の検定料，入学料及び授

業料については，別に定める。

（納付した授業料等）

第４７条 納付した検定料，入学料，授業料及び寄宿料は還付しない。

２ 前項の規定にかかわらず，検定料を納付した者が第１段階目の選抜で不合格となった

場合及び個別学力検査出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等により出願

無資格者であることが判明した場合には，当該者の申出により，料金規程第２条第５項

による第２段階目の選抜に係る額に相当する額を還付する。

３ 第１項の規定にかかわらず，第４１条第３項の規定により授業料を納付した者が，入

学年度の前年度の３月３１日までに入学を辞退した場合には，納付した者の申出により

当該授業料相当額を還付する。

４ 第１項の規定にかかわらず，前期分授業料徴収の際，後期分授業料を併せて納付した

者が，後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には，後期分の授業料に相当

する額を還付する。

第７節 研究生，特別聴講学生，科目等履修生及び外国人学生

（研究生）

第４８条 本学において，特定の専門事項について研究しようとする者があるときは，学

部の教育研究に支障のない場合に限り，学長は，当該学部教授会の議を経て，研究生と

して入学を許可することができる。

２ 前項の規定は，熱帯生物圏研究センターについて準用する。この場合において，「学

部」とあるのは，「センター」と，「当該学部教授会」とあるのは，「当該センター教授

会」とそれぞれ読み替えるものとする。

３ 前２項に規定するもののほか，研究生に関し必要な事項は，別に定める。

（特別聴講学生）

第４８条の２ 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学との協議に基

づき，各学部において，当該大学又は短期大学の学生に授業科目の履修を認めることが

できる。

２ 前項の規定により学部の授業科目の履修が認められた学生は，特別聴講学生と称する。

３ 前２項に規定するもののほか，特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。

（科目等履修生）

第４９条 本学の学生以外の者で，本学が開設する一又は複数の授業科目を履修すること

を志願する者があるときは，学長は，当該学部教授会の議を経て，科目等履修生として

入学を許可し，単位を与えることができる。
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２ 前項に規定するもののほか，科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。

第５０条 削除

（外国人学生）

第５１条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願

する者があるときは，学長は，当該学部教授会の議を経て，外国人学生として入学を許

可することができる。

２ 前項に規定するもののほか，外国人学生に関し必要な事項は，別に定める。

第８節 公開講座

（公開講座）

第５２条 社会人の教養を高め，文化の向上に資するため，本学に公開講座を開設するこ

とができる。

第９節 教員免許状更新講習

（教員免許状更新講習）

第５２条の２ 本学に教育職員免許法に定める免許状更新講習を開設することができる。

２ 本講習の名称は，教員免許状更新講習とする。

３ 免許状更新講習に関し必要な事項は，別に定める。

第１０節 賞罰

（表彰）

第５３条 学生として，表彰に価する行為があった者は，琉球大学学生表彰規程の定める

ところにより，学長がこれを表彰する。

（懲戒）

第５４条 学生が，本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為があったと

きは，学長は，当該学部教授会及び評議会の議を経て，これを懲戒する。

２ 前項の懲戒の種類は，訓告，停学及び退学とする。

３ 前項の停学の期間は，第１３条に規定する在学期間に算入し，第１２条に規定する修

業年限には算入しないものとする。ただし，停学の期間が短期（１か月以下）の場合に

は，修業年限に算入することができる。

４ 第２項の退学は，次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学業を怠り，成業の見込みがないと認められる者

(3) 本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に著しく反した者

５ 懲戒の手続き，その他必要な事項については，別に定める。
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第１１節 寄宿舎

第５５条 本学に寄宿舎を置く。

２ 寄宿舎に関し必要な事項は，別に定める。

第１２節 雑則

第５６条 本学則の施行に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この学則は，１９７２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，

第５条中保健学部に係る部分及び第９条については，１９７２年５月１５日から施行す

る。

２ 学士の称号に関する規程（１９５７年学長決定）は，廃止する。

３ 第２条第１項の規定にかかわらず，施行日の前日に現に存する次に掲げる学科は，当

日に当該学科に在学する者（以下「旧在学生」という。）が当該学科に在学しなくなる

日までの間存続するものとする。

法文学部

国語国文学科，英語英文学科，地理学科，商学科，美術工芸科

教育学部

教育学科，心理学科，初等教育科，音楽科，保育科，体育科，技術教育科

農学部

家政学科

４ 施行日前に，除籍された者又は懲戒により退学させられた者の再入学については，第

３１条の規定にかかわらず，その都度当該学部教授会が定める。

５ 施行日前に，休学した者の休学期間は，第３４条第４項の休学期間に通算するものと

する。

６ 旧在学生の学士の称号については，第３９条の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。ただし，保健学部卒業者の称号は，保健衛生学士とする。

７ 施行日前に，懲戒処分により停学を命ぜられた者で，当該停学の期間が施行日以後に

わたるものについては，第５４条の規定により処分されたものとみなす。

附 則（昭和４７年８月２９日）

１ この学則は，昭和４７年８月２９日から施行し，昭和４７年５月１５日から適用する。

２ 昭和４７年５月１４日に現に本学に在学していた者に係る授業料の額は，第４０条の

規定にかかわらず，年額９，２４０円とする。

３ 昭和４７年５月１５日以後において本学に転学，編入学又は再入学（以下「転学等」

という。）をした者に係る授業料の額は，当該転学等をした者の属する年次と同年次の

本土に所在する国立の大学の在学者に係る額と同額とする。

４ 昭和４７年度における入学を許可される者に係る入学料の額は第４０条の規定にかか

わらず，４，０００円とする。
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５ 昭和４７年度の入学，転入学等に係る検定料の額は，第４０条の規定にかかわらず，

３，０００円とする。

附 則（昭和４８年３月２３日）

この学則は，昭和４８年３月２３日から施行し，昭和４７年５月１５日から適用する。

附 則（昭和４９年１月３１日）

この学則は，昭和４９年１月３１日から施行し，昭和４８年１０月１日から適用する。

ただし，第４１条第１項の改正規定は，昭和４９年４月１日から施行する。

附 則（昭和４９年２月２８日）

この学則は，昭和４９年２月２８日から施行し，昭和４８年４月１２日から適用する。

附 則（昭和５０年４月１日）

１ この学則は，昭和５０年４月１日から施行する。

２ 第２条第１項の規定にかかわらず，理工学部海洋学科の年度別の総定員は，次の表の

とおりとする。

昭和５０年度 昭和５１年度 昭和５２年度 昭和５３年度

４０名 ８０名 １２０名 １６０名

附 則（昭和５０年５月２７日）

この学則は，昭和５０年５月２７日から施行し，昭和５０年４月１日から適用する。

附 則（昭和５１年２月２４日）

この学則は，昭和５１年２月２４日から施行する。

附 則（昭和５２年３月２６日）

この学則は，昭和５２年５月２日から施行する。

附 則（昭和５３年４月１日）

１ この学則は，昭和５３年４月１日から施行する。

２ 第２条第２項の規定にかかわらず，理工学部建設工学科の年度別の総定員は，次の表

のとおりとする。

昭和５３年度 昭和５４年度 昭和５５年度 昭和５６年度

４０名 ８０名 １２０名 １６０名
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附 則（昭和５４年１月３１日）

この学則は，昭和５４年４月１日から施行する。

附 則（昭和５４年３月３１日）

１ この学則は，昭和５４年４月１日から施行する。

２ 理工学部は，改正後の学則第２条第１項の規定にかかわらず，昭和５４年３月３１日

に当該学部に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとする。

附 則（昭和５４年８月２８日）

１ この学則は，昭和５４年１０月１日から施行する。

２ 医学部は，昭和５６年度から学生を入学させるものとする。

附 則（昭和５４年１２月２６日）

１ この学則は，昭和５４年１２月２６日から施行する。

２ 附則第３項に規定する学科において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類

は，第３９条の２第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（昭和５５年３月２７日）

１ この学則は，昭和５５年４月１日から施行する。

２ 第２条第２項の規定にかかわらず，工学部電子・情報工学科の年度別の総定員は，次

の表のとおりとする。

昭和５５年度 昭和５６年度 昭和５７年度 昭和５８年度

４０名 ８０名 １２０名 １６０名

３ 理工学部において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，第３９条の２第

２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（昭和５６年２月２７日）

１ この学則は，昭和５６年４月１日から施行する。

２ 第２条第２項の規定にかかわらず，医学部医学科の年度別の総定員は，次の表のとお

りとする。

昭和 56 年度 昭和 57 年度 昭和 58 年度 昭和 59 年度 昭和 60 年度 昭和 61 年度

１００名 ２００名 ３００名 ４００名 ５００名 ６００名

３ 保健学部は，改正後の学則第２条第１項の規定にかかわらず，昭和５６年３月３１日

に当該学部に在学する者が在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

３９条の２第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。
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附 則（昭和５６年１１月２８日）

この学則は，昭和５６年１１月２８日から施行する。

附 則（昭和５７年３月３１日）

この学則は，昭和５７年４月１日から施行する。

附 則（昭和５７年４月２０日）

この学則は，昭和５７年４月２０日から施行し，昭和５７年４月１日から適用する。

附 則（昭和５８年１０月２５日）

この学則は，昭和５８年１１月１日から施行する。

附 則（昭和５９年３月２７日）

この学則は，昭和５９年４月１日から施行する。

附 則（昭和５９年４月１１日）

この学則は，昭和５９年４月１１日から施行する。

附 則（昭和６１年３月３１日）

１ この学則は，昭和６１年４月１日から施行する。

２ 第２条第２項に定める総定員は，同項の規定にかかわらず，昭和６１年度から昭和６

３年度までは，次のとおりとする。

学 部 学 科 昭和 61 年度 昭和 62 年度 昭和 63 年度

法 政 学 科 370 人 380 人 390 人

経 済 学 科 375 人 390 人 405 人

法文学部 文 学 科 202 人 204 人 206 人

史 学 科 111 人 122 人 133 人

社 会 学 科 154 人 168 人 182 人

小学校教員養成課程 480 人 480 人 420 人

教育学部 中学校教員養成課程 320 人 320 人 320 人

養護学校教員養成課程 80 人 80 人 80 人

数 学 科 120 人 120 人 120 人

物 理 学 科 125 人 130 人 135 人

理 学 部 化 学 科 125 人 130 人 135 人

生 物 学 科 125 人 130 人 135 人

海 洋 学 科 165 人 170 人 175 人
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医 学 科 600 人 600 人 600 人

医 学 部 保 健 学 科 245 人 250 人 255 人

機 械 工 学 科 180 人 200 人 220 人

土 木 工 学 科 165 人 170 人 175 人

工 学 部 建 設 工 学 科 165 人 170 人 175 人

電 気 工 学 科 165 人 170 人 175 人

電 子 ・ 情 報 工 学 科 165 人 170 人 175 人

農 学 科 125 人 130 人 135 人

農 芸 化 学 科 121 人 122 人 123 人

農 学 部 農 業 工 学 科 104 人 108 人 112 人

畜 産 学 科 103 人 106 人 109 人

林 学 科 80 人 80 人 80 人

附 則（昭和６２年４月１日）

１ この学則は，昭和６２年４月１日から施行する。

２ 第２条第２項に定める総定員は，同項の規定にかかわらず，昭和６２年度から平成元

年度までは，次のとおりとする。

学 部 学 科 昭和 62 年度 昭和 63 年度 平成元年度

法 政 学 科 380 人 390 人 400 人

経 済 学 科 405 人 435 人 465 人

法文学部 文 学 科 212 人 222 人 232 人

史 学 科 122 人 133 人 144 人

社 会 学 科 168 人 182 人 196 人

小学校教員養成課程 480 人 480 人 480 人

教育学部 中学校教員養成課程 320 人 320 人 320 人

養護学校教員養成課程 80 人 80 人 80 人

数 学 科 125 人 130 人 135 人

物 理 学 科 130 人 135 人 140 人

理 学 部 化 学 科 130 人 135 人 140 人

生 物 学 科 130 人 135 人 140 人

海 洋 学 科 170 人 175 人 180 人

医 学 科 600 人 600 人 600 人

医 学 部 保 健 学 科 250 人 255 人 260 人

機 械 工 学 科 200 人 220 人 240 人
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エネルギー機械工学科 40 人 80 人 120 人

土 木 工 学 科 170 人 175 人 180 人

工 学 部 建 設 工 学 科 170 人 175 人 180 人

電 気 工 学 科 175 人 185 人 195 人

電 子 ・ 情 報 工 学 科 175 人 185 人 195 人

農 学 科 130 人 135 人 140 人

農 芸 化 学 科 126 人 131 人 136 人

農 学 部 農 業 工 学 科 109 人 114 人 119 人

畜 産 学 科 108 人 113 人 118 人

林 学 科 80 人 80 人 80 人

附 則（昭和６２年５月２１日）

この学則は，昭和６２年５月２１日から施行する。

附 則（昭和６３年２月２３日）

この学則は，昭和６３年２月２３日から施行する。

附 則（昭和６３年４月１日）

１ この学則は，昭和６３年４月１日から施行する。

２ 第２条第２項の規定にかかわらず，医学部保健学科，工学部建設工学科及び農学部林

学科の昭和６３年度から平成２年度までの総定員は，次のとおりとする。

学 部 学 科 昭和 63 年度 平成元年度 平成２年度

医 学 部 保 健 学 科 260 人 270 人 275 人

工 学 部 建 設 工 学 科 180 人 190 人 195 人

農 学 部 林 学 科 85 人 90 人 95 人

附 則（昭和６３年４月８日）

１ この学則は，昭和６３年４月８日から施行する。

２ 第５条第１項に規定する医学部附属地域医療研究センターは，平成１０年３月３１日

まで存続するものとする。

附 則（平成元年４月１日）

１ この学則は，平成元年４月１日から施行する。

２ 琉球大学学則の一部を改正する学則（昭和６２年４月１日制定）附則第２項，琉球大

学学則の一部を改正する学則（昭和６３年４月１日制定）附則第２項及び琉球大学学則
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の一部を改正する学則（昭和６３年４月８日制定）附則第２項の改正規定は，平成元年

１月８日から適用する。

３ 改正後の第２条第２項の規定にかかわらず，教育学部の小学校教員養成課程及び総合

科学課程の平成元年度から平成３年度までの総定員は，次のとおりとする。

学 部 課 程 平成元年度 平成２年度 平成３年度

小学校教員養成課程 440 人 400 人 360 人

教育学部

総 合 科 学 課 程 40 人 80 人 120 人

附 則（平成２年４月１日）

この学則は，平成２年４月１日から施行する。

附 則（平成３年２月１９日）

この学則は，平成３年２月１９日から施行する。

附 則（平成３年４月１日）

１ この学則は，平成３年４月１日から施行する。

２ 平成３年３月３１日に農学部の農学科，農芸化学科，農業工学科，畜産学科及び林学

科に在学していた者については，なお従前の例による。

３ 農学部の農学科，農芸化学科，農業工学科，畜産学科及び林学科は改正後の学則第２

条第１項の規定にかかわらず，平成３年３月３１日に農学部の当該学科に在学する者が

農学部の当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

４ 改正後の第２条第２項の規定にかかわらず，法文学部の経済学科及び社会学科，理学

部の数学科，工学部の電子・情報工学科，農学部の農学科，農芸化学科，農業工学科，

畜産学科，林学科，生物生産学科，生産環境学科及び生物資源科学科の平成３年度から

平成５年度までの総定員は，次のとおりとする。

学 部 学 科 平成３年度 平成４年度 平成５年度

経 済 学 科 495 人 510 人 525 人

法文学部

社 会 学 科 211 人 226 人 241 人

理 学 部 数 学 科 150 人 160 人 170 人

工 学 部 電 子 ・ 情 報 工 学 科 210 人 220 人 230 人

農 学 科 105 人 70 人 35 人
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農 芸 化 学 科 105 人 70 人 35 人

農 業 工 学 科 90 人 60 人 30 人

農 学 部 畜 産 学 科 90 人 60 人 30 人

林 学 科 75 人 50 人 25 人

生 物 生 産 学 科 65 人 130 人 195 人

生 産 環 境 学 科 50 人 100 人 150 人

生 物 資 源 科 学 科 40 人 80 人 120 人

５ 平成３年４月１日に医学部医学科の第４年次以降に在学する者については，改正後の

第１５条第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（平成３年４月１２日）

この学則は，平成３年４月１２日から施行する。

附 則（平成３年５月２１日）

この学則は，平成３年５月２１日から施行し，平成３年４月１日から適用する。

附 則（平成３年８月２７日）

この学則は，平成３年８月２７日から施行し，平成３年７月１日から適用する。

附 則（平成４年３月２７日）

１ この学則は，平成４年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２条第２項の規定にかかわらず，法文学部の経済学科及び社会学科，理学

部の物理学科，工学部の電子・情報工学科の平成４年度から平成６年度までの総定員は，

次のとおりとする。

学 部 学 科 平成４年度 平成５年度 平成６年度

経 済 学 科 530 人 565 人 600 人

法文学部 社 会 学 科 246 人 281 人 316 人

学 部 計 1,560 人 1,630 人 1,700 人

物 理 学 科 150 人 160 人 170 人

理 学 部

学 部 計 770 人 790 人 810 人

電 子 ・ 情 報 工 学 科 230 人 250 人 270 人

工 学 部

学 部 計 1,210 人 1,230 人 1,250 人
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大 学 全 体 合 計 5,920 人 6,030 人 6,140 人

附 則（平成５年３月３０日）

この学則は，平成５年４月１日から施行する。

附 則（平成５年９月２８日）

１ この学則は，平成５年１０月１日から施行する。ただし，第４条の改正規定及び附則

第２項の規定は，平成８年４月１日から施行する。

２ 琉球大学短期大学部は，改正後の第４条の規定にかかわらず，平成８年３月３１日に

当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなるまでの間，存続するも

のとする。

３ 平成５年９月３０日に法文学部の法政学科，経済学科，文学科，史学科及び社会学科，

工学部の機械工学科，エネルギー機械工学科，土木工学科，建設工学科，電気工学科及

び電子・情報工学科に在学していた者については，なお従前の例による。

４ 法文学部の文学科，史学科及び社会学科，工学部の機械工学科，エネルギー機械工学

科，土木工学科，建設工学科，電気工学科及び電子・情報工学科は，改正後の学則第２

条第１項の規定にかかわらず，平成５年９月３０日に法文学部及び工学部の当該学科に

在学する者が 法文学部及び工学部の当該学科に在学しなくなる日までの間，存続する

ものとする。

５ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部の法政学科，経済学科及び人文

学科並びに法政学科，経済学科，文学科，史学科及び社会学科，工学部の機械システム

工学科，環境建設工学科，電気電子工学科及び情報工学科並びに機械工学科，エネルギ

ー機械工学科，土木工学科，建設工学科，電気工学科及び電子・情報工学科の平成６年

度から平成８年度までの収容定員は，次のとおりとする。

学 部 学 科 平成６年度 平成７年度 平成８年度

法 政 学 科

昼間主コース 110 人 220 人 336 人

夜間主コース 30 人 60 人 94 人

経 済 学 科

昼間主コース 155 人 310 人 471 人

夜間主コース 60 人 120 人 184 人

人 文 学 科

昼間主コース 210 人 420 人 636 人

法文学部 夜間主コース 30 人 60 人 94 人

（ 従 前 の 学 科 ）

法 政 学 科 300 人 200 人 100 人

経 済 学 科 445 人 310 人 155 人

文 学 科 180 人 120 人 60 人

史 学 科 108 人 72 人 36 人
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社 会 学 科 232 人 168 人 84 人

学 部 計 1,860 2,060 人 2,250 人

人

機械システム工学科

昼間主コース 110 人 220 人 333 人

夜間主コース 20 人 40 人 60 人

環 境 建 設 工 学 科 105 人 210 人 319 人

電 気 電 子 工 学 科

昼間主コース 100 人 200 人 303 人

夜間主コース 10 人 20 人 30 人

情 報 工 学 科 60 人 120 人 180 人

工 学 部 （ 従 前 の 学 科 ）

機 械 工 学 科 180 人 120 人 60 人

エネルギー機械工学科 120 人 80 人 40 人

土 木 工 学 科 135 人 90 人 45 人

建 設 工 学 科 150 人 100 人 50 人

電 気 工 学 科 150 人 100 人 50 人

電 子 ・ 情 報 工 学 科 200 人 140 人 70 人

学 部 計 1,340 人 1,440 人 1,540 人

大 学 全 体 合 計 6,390 人 6,700 人 6,990 人

附 則（平成５年１０月１２日）

１ この学則は，平成６年４月１日から施行する。ただし，第２９条の２第１項の改正規

定は，平成８年４月１日から施行する。

２ 改正後の第１７条の２，第１８条及び第２０条の規定は，平成６年度の入学者から適

用する。

３ 前項の規定にかかわらず，各学部又は教養部が必要と認める場合には，改正後の第２

０条の規定を，平成６年３月３１日に在学する者（以下「在学者」という。）に適用す

ることができる。

４ 各学部又は教養部が必要と認める場合には，在学者に改正後の第１７条の２，第１８

条及び第２０条の規定に基づき平成６年度以降の入学者のために開設される授業科目を

履修させることができる。この場合において，当該授業科目の履修を，改正前の学則に

基づく授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。

附 則（平成６年３月２２日）

この学則は，平成６年４月１日から施行する。ただし，第５条から第５条の４までの改

正規定及び第４８条の改正規定は，平成６年６月２４日から施行する。
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附 則（平成７年３月２８日）

この学則は，平成７年４月１日から施行する。

附 則（平成８年３月２６日）

１ この学則は，平成８年４月１日から施行する。ただし，第５条の２第１項の改正規定

は，平成８年５月１１日から施行する。

２ 平成８年３月３１日に理学部の数学科，物理学科，化学科，生物学科及び海洋学科に

在学していた者については，なお従前の例による。

３ 理学部の数学科，物理学科，化学科，生物学科及び海洋学科は，改正後の学則第２条

第１項の規定にかかわらず，平成８年３月３１日に理学部の当該学科に在学する者が理

学部の当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

４ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，理学部の数理科学科，物質地球科学科及

び海洋自然科学科並びに数学科，物理学科，化学科，生物学科及び海洋学科の平成８年

度から平成１０年度までの収容定員は，次のとおりとする。

学 部 学 科 平成８年度 平成９年度 平成 10 年度

数 理 科 学 科 45 人 90 人 135 人

物 質 地 球 科 学 科 72 人 144 人 216 人

海 洋 自 然 科 学 科 108 人 216 人 324 人

（ 従 前 の 学 科 ）

理 学 部 数 学 科 135 人 90 人 45 人

物 理 学 科 135 人 90 人 45 人

化 学 科 105 人 70 人 35 人

生 物 学 科 105 人 70 人 35 人

海 洋 学 科 135 人 90 人 45 人

学 部 計 840 人 860 人 880 人

大 学 全 体 合 計 7,300 人 7,320 人 7,340 人

附 則（平成９年３月２５日）

１ この学則は，平成９年４月１日から施行する。ただし，第２９条の２第１項の改正規

定は，平成１１年４月１日から施行する。

２ 平成９年３月３１日に法文学部の法政学科，経済学科及び人文学科，教育学部の小学

校教員養成課程及び中学校教員養成課程に在学していた者については，なお従前の例に

よる。

３ 法文学部の法政学科，経済学科及び人文学科，教育学部の小学校教員養成課程及び中

学校教員養成課は，改正後の学則第２条第１項の規定にかかわらず，平成９年３月３１
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日に法文学部の当該学科及び教育学部の当該課程に在学する者が法文学部の当該学科及

び教育学部の当該課程に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

４ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部の総合社会システム学科，人間

科学科及び国際言語文化学科並びに法政学科，経済学科及び人文学科，教育学部の学校

教育教員養成課程及び総合科学課程並びに小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程

の平成９年度から平成１１年度までの収容定員は，次のとおりとする。

学 部 学 科 平成９年度 平成 10 年度 平成 11 年度

総合社会システム学科

昼間主コース 265 人 530 人 807 人

夜間主コース 90 人 180 人 278 人

人 間 科 学 科 115 人 230 人 348 人

国 際 言 語 文 化 学 科

昼間主コース 95 人 190 人 288 人

夜間主コース 30 人 60 人 94 人

（ 従 前 の 学 科 ）

法文学科 法 政 学 科

昼間主コース 342 人 232 人 116 人

夜間主コース 98 人 68 人 34 人

経 済 学 科

昼間主コース 477 人 322 人 161 人

夜間主コース 188 人 128 人 64 人

人 文 学 科

昼間主コース 642 人 432 人 216 人

夜間主コース 98 人 68 人 34 人

学 部 計 2,440 人 2,440 人 2,440 人

学校教育教員養成課程 150 人 300 人 450 人

総 合 科 学 課 程 170 人 180 人 190 人

（ 従 前 の 学 科 ）

教育学部 小学校教員養成課程 240 人 160 人 80 人

中学校教員養成課程 240 人 160 人 80 人

学 部 計 880 人 880 人 880 人

大 学 全 体 合 計 7,320 人 7,340 人 7,360 人

附 則（平成１０年３月３１日）

１ この学則は，平成１０年４月１日から施行する。ただし，第５条（地域医療研究セン
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ターを除く。）及び第５条の２の改正規定は，平成１０年４月９日から施行する。

２ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部の総合社会システム学科，人間

科学科及び国際言語文化学科，理学部の数理科学科，物質地球科学科及び海洋自然科学

科，工学部の機械システム工学科，環境建設工学科及び電気電子工学科の平成１０年度

から平成１２年度までの収容定員は，次のとおりとする。

学 部 学 科 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度

総合社会システム学科

昼間主コース 520 人 787 人 1,054 人

夜間主コース 180 人 278 人 376 人

人 間 科 学 科 225 人 338 人 451 人

法文学科 国 際 言 語 文 化 学 科

昼間主コース 185 人 278 人 371 人

夜間主コース 60 人 94 人 128 人

学 部 計 2,420 人 2,400 人 2,380 人

数 理 科 学 科 133 人 176 人 174 人

物 質 地 球 科 学 科 214 人 284 人 282 人

理 学 部 海 洋 自 然 科 学 科 318 人 420 人 414 人

学 部 計 870 人 880 人 870 人

機械システム工学科

昼間主コース 442 人 438 人 434 人

夜間主コース 80 人 80 人 80 人

環 境 建 設 工 学 科 425 人 422 人 419 人

工 学 部 電 気 電 子 工 学 科

昼間主コース 403 人 400 人 397 人

夜間主コース 40 人 40 人 40 人

学 部 計 1,630 人 1,620 1,610 人

人

大 学 全 体 合 計 7,300 7,280 7,240 人

人 人

３ 第５条第１項に規定する医学部附属沖縄・アジア医学研究センターは，平成２０年３

月３１日まで存続するものとする。

附 則（平成１１年３月３１日）
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１ この学則は，平成１１年４月１日から施行する。

２ 平成１１年３月３１日に教育学部の養護学校教員養成課程及び総合科学課程に在学し

てい た者については，なお従前の例による。

３ 教育学部の養護学校教員養成課程及び総合科学課程は，改正後の学則第２条第１項の

規定にかかわらず，平成１１年３月３１日に教育学部の当該課程に在学する者が教育学

部の当該課程に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

４ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部の総合社会システム学科，人間

科学科及び国際言語文化学科，教育学部の学校教育教員養成課程及び生涯教育課程，理

学部の数理科学科，物質地球科学科及び海洋自然科学科，医学部の医学科，工学部の機

械システム工学科，環境建設工学科及び電気電子工学科，農学部の生物生産学科，生産

環境学科及び生物資源科学科の平成１１年度から平成１３年度までの収容定員は，次の

とおりとする。

学 部 学 科 平成 11年度 平成 12年度 平成 13年度

総合社会システム学科

昼間主コース 767 人 1,014 人 984 人

夜間主コース 278 人 376 人 376 人

法文学部 人 間 科 学 科 328 人 431 人 416 人

国 際 言 語 文 化 学 科

昼間主コース 268 人 351 人 336 人

夜間主コース 94 人 128 人 128 人

教育学部
学校教育教員養成課程 400 人 350 人 300 人

生涯教育課程 90 人 180 人 270 人

数 理 科 学 科 173 人 168 人 163 人

理 学 部 物 質 地 球 科 学 科 279 人 272 人 265 人

海 洋 自 然 科 学 科 413 人 400 人 387 人

医 学 部 医 学 科 595 人 590 人 590 人

機械システム工学科

昼間主コース 427 人 412 人 397 人

夜間主コース 80 人 80 人 80 人

工 学 部 環 境 建 設 工 学 科 415 人 405 人 395 人

電 気 電 子 工 学 科

昼間主コース 393 人 383 人 373 人

夜間主コース 40 人 40 人 40 人

生 物 生 産 学 科 256 人 252 人 248 人

農 学 部 生 産 環 境 学 科 196 人 192 人 188 人
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生 物 資 源 科 学 科 158 人 156 人 154 人

附 則（平成１１年７月１４日）

この学則は，平成１１年７月１４日から施行する。

附 則（平成１２年２月２２日）

この学則は，平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年３月３１日）

１ この学則は，平成１２年４月１日から施行する。ただし，第２９条の２第２項の改正

規定は，平成１３年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部の総合社会システム学科，人間

科学科及び国際言語文化学科，教育学部の学校教育教員養成課程及び生涯教育課程，理

学部の数理科学科，物質地球科学科及び海洋自然科学科，医学部の保健学科，工学部の

機械システム工学科，環境建設工学科及び電気電子工学科，農学部の生物生産学科，生

産環境学科及び生物資源科学科の平成１２年度から平成１４年度までの収容定員は，次

のとおりとする。

学 部 学 科 平成 12年度 平成 13年度 平成 14年度

総合社会システム学科

昼間主コース 1,004 人 964 人 934 人

夜間主コース 376 人 376 人 376 人

法文学部 人 間 科 学 科 426 人 406 人 391 人

国 際 言 語 文 化 学 科

昼間主コース 351 人 336 人 326 人

夜間主コース 128 人 128 人 128 人

教育学部
学校教育教員養成課程 500 人 450 人 400 人

生涯教育課程 180 人 270 人 360 人

数 理 科 学 科 168 人 163 人 160 人

理 学 部 物 質 地 球 科 学 科 272 人 265 人 260 人

海 洋 自 然 科 学 科 400 人 387 人 380 人

医 学 部 保 健 学 科 270 人 260 人 250 人

機械システム工学科

昼間主コース 407 人 387 人 371 人

夜間主コース 80 人 80 人 80 人

工 学 部 環 境 建 設 工 学 科 400 人 385 人 373 人
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電 気 電 子 工 学 科

昼間主コース 373 人 353 人 336 人

夜間主コース 40 人 40 人 40 人

生 物 生 産 学 科 246 人 236 人 226 人

農 学 部 生 産 環 境 学 科 186 人 176 人 166 人

生 物 資 源 科 学 科 153 人 148 人 143 人

附 則（平成１３年３月３０日）

この学則は，平成１３年４月１日から施行する。ただし，第１７条の４，第２５条，第

２９条及び第２９条の２の改正規定は，平成１３年１月６日から適用する。

附 則（平成１４年３月２９日）

この学則は，平成１４年４月１日から施行する。

附 則（平成１４年１２月１７日）

この学則は，平成１４年１２月１７日から施行する。

附 則（平成１５年２月４日）

この学則は，平成１５年２月４日から施行する。

附 則（平成１５年４月１日）

この学則は，平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成１５年４月２１日）

この学則は，平成１５年４月２１日から施行し，平成１５年２月１日から適用する。

附 則（平成１５年９月１９日）

この学則は，平成１５年９月１９日から施行する。

附 則（平成１６年４月１日）

この学則は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年３月１５日）

この学則は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年６月２８日）

この学則は，平成１７年６月２８日から施行する。

附 則（平成１７年９月２７日）

この学則は，平成１７年９月２７日から施行する。



- 34 -

附 則（平成１８年１月２４日）

１ この学則は，平成１８年４月１日から施行する。

２ 改正後の２２条の規定にかかわらず，平成１７年度以前入学者（再入学については，

当初の入学年度が平成１７年度以前入学者）の成績の評価は，なお従前の例による。

附 則（平成１８年３月１６日）

この学則は，平成１８年３月１６日から施行する。

附 則（平成１８年３月２８日）

この学則は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年１２月２５日）

この学則は，平成１８年１２月２５日から施行する。

附 則（平成１９年３月２７日）

１ この学則は，平成１９年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部の平成１９年度から平成２１年

度までの収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

総合社会システム学科

昼間主コース ８３９人 ７９４人 ７４９人

夜間主コース １９６人 １７６人 １５６人

法文学部 産 業 経 営 学 科

昼間主コース ６０人 １２０人 １８０人

夜間主コース ２０人 ４０人 ６０人

観 光 科 学 科 １４０人 ２００人 ２２０人

人 間 科 学 科 ３８６人 ３８６人 ３８６人

国 際 言 語 文 化 学 科

昼間主コース ３２６人 ３２６人 ３２６人

夜間主コース １２８人 １２８人 １２８人

附 則（平成１９年１２月１１日）

この学則は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年２月６日）

この学則は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年２月１８日）

この学則は，平成２０年２月１８日から施行し，平成１９年１２月２６日から適用する。

附 則（平成２０年２月２８日）
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１ この学則は，平成２０年４月１日から施行する。

（法文学部総合社会システム学科の経過措置）

２ 法文学部総合社会システム学科経営学専攻は，改正後の第２条第１項の規定にかかわ

らず，平成２０年３月３１日に法文学部総合社会システム学科経営学専攻に在学する者

が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。

（法文学部産業経営学科の経過措置）

３ 法文学部産業経営学科は改正後の第２条第１項の規定にかかわらず，平成２０年３月

３１日に法文学部産業経営学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，

存続するものとする。

（法文学部観光科学科の経過措置）

４ 平成２０年３月３１日以前に法文学部観光科学科に入学し，引き続き在学する者につ

いては，平成２０年４月１日から観光産業科学部観光科学科に所属するものとする。

５ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部及び観光産業科学部の平成２０

年度から平成２２年度までの収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

総合社会システム学科

昼間主コース ７９４人 ７４９人 ７０４人

法文学部 夜間主コース １７６人 １５６人 １３６人

人 間 科 学 科 ３８６人 ３８６人 ３８６人

国 際 言 語 文 化 学 科

昼間主コース ３２６人 ３２６人 ３２６人

夜間主コース １２８人 １２８人 １２８人

観 光 科 学 科 ２００人 ２２０人 ２４０人

観光産業 産 業 経 営 学 科

科学部 昼間主コース １２０人 １８０人 ２４０人

夜間主コース ４０人 ６０人 ８０人

６ 平成２０年３月３１日に法文学部国際言語文化学科社会コースに在学していた者につ

いては，当該所要資格を所得できる教員の免許状の種類は，第３９条の２第２項（別表）

の改正にかかわらず，なお，従前の例による。

附 則（平成２０年４月２２日）

この学則は，平成２０年４月２２日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。

附 則（平成２０年６月２４日）

この学則は，平成２０年６月２４日から施行する。

附 則（平成２１年１月２７日）

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，法文学部の総合社会システム学科，観光

産業科学部の観光科学科及び産業経営学科，工学部の機械システム工学科，電気電子工
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学科及び情報工学科，農学部の亜熱帯地域農学科，亜熱帯農林環境科学科，地域農業工

学科及び亜熱帯生物資源科学科の平成２１年度から平成２３年度までの収容定員は，次

の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

総合社会システム学科

法 文 学 部 昼間主コース 749 人 704 人 704 人

夜間主コース 152 人 128 人 128 人

観光産業科 観 光 科 学 科 220 人 240 人 240 人

学部

産 業 経 営 学 科

昼間主コース 180 人 240 人 240 人

夜間主コース 64 人 88 人 88 人

機械システム工学科

工 学 部 昼間主コース 368 人 370 人 370 人

夜間主コース 80 人 80 人 80 人

電 気 電 子 工 学 科

昼間主コース 328 人 330 人 330 人

夜間主コース 40 人 40 人 40 人

情 報 工 学 科 246 人 252 人 252 人

亜 熱 帯 地 域 農 学 科 35 人 70 人 105 人

亜熱帯農林環境科学科 35 人 70 人 105 人

農 学 部 地 域 農 業 工 学 科 25 人 50 人 75 人

亜熱帯生物資源科学科 35 人 70 人 110 人

（従前の学科）

生 物 生 産 学 科 165 人 110 人 55 人

生 産 環 境 学 科 120 人 80 人 40 人

生 物 資 源 科 学 科 110 人 80 人 40 人

小 計 525 人 530 人 530 人

３ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，平成２１年度からの医学部入学定員のう

ち２名については，平成２９年度入学生までの時限的措置である。

４ 改正後の第２条第３項の表中「第３年次特別編入学定員」とあるのは，医学部にあっ

ては，「第２年次及び第３年次特別編入学定員」と読替する。

５ 改正後の第２９条の２第２項に規定する「第２年次及び第３年次特別編入学定員」の

うち，第３年次特別編入学定員については，平成２１年度までの措置とする。

６ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，医学部医学科の平成２１年度から平成２

５年度までの収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

医学部 医学科 602 人 609 人 616 人 623 人 630 人

７ 農学部の生物生産学科，生産環境学科及び生物資源科学科は，改正後の学則第２条第
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１項の規定にかかわらず，平成２１年３月３１日に農学部の当該学科に在学する者が農

学部の当該学科に存学しなくなる日までの間，存続するものとする。

８ 改正後の学則第２９条の２第 1 項で規定する農学部の「亜熱帯生物資源科学科」は，

平成２２年度まで「生物資源科学科」と読替する。

９ 前項により，改正前の農学部生物資源科学科における第３年次特別編入学定員５名に

ついては平成２２年度入学生まで受入れ，平成２３年度以降は，改正後の同学部亜熱帯

生物資源科学科で受入れるものとする。

附 則（平成２１年３月２４日）

この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年４月１日）

１ この学則は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 前項にかかわらず，改正後の第８条第３項の規定については，平成２０年４月１日か

ら適用する。

附 則（平成２１年４月２８日）

この学則は，平成２１年４月２８日から施行し，平成２１年４月１日から適用する。

附 則（平成２２年１月２６日）

１ この学則は，平成２２年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，医学部医学科の平成２２年度から平成２

６年度までの収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

医 学 部 医学科 614 人 626 人 638 人 650 人 662 人

３ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，平成２２年度からの医学部入学定員増（５

名）については，平成３１年度入学生までの時限的措置である。

附 則（平成２２年３月３０日）

この学則は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年１月２５日）

１ この学則は，平成２３年４月１日から施行する。

２ 学則第２条第３項の規定にかかわらず，医学部医学科の平成２３年度から平成２７年

度までの収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

医 学 部 医学科 626 人 638 人 650 人 662 人 667 人

附 則（平成２３年１１月２２日）

１ この学則は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 学則第２条第３項の規定にかかわらず，医学部医学科の平成２４年度から平成２８年
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度までの収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

医 学 部 医学科 638 人 650 人 662 人 667 人 667 人

附 則（平成２４年３月２７日）

この学則は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年６月２６日）

この学則は，平成２４年７月１日から施行する。ただし，第７条の３に規定する共同利

用・共同研究拠点については，平成２２年４月１日から適用する。

附 則（平成２４年１２月２５日）

１ この学則は，平成２５年４月１日から施行する。

２ 学則第２条第３項の規定にかかわらず，医学部医学科の平成２５年度から平成２９年

度までの収容定員は，次の表のとおりとする。

学 部 学 科 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

医 学 部 医学科 650 人 662 人 667 人 667 人 667 人

附 則（平成２６年１月２８日）

この学則は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年７月２９日）

この学則は，平成２６年８月１日から施行する。

附 則（平成２６年１０月２１日）

この学則は，平成２７年１月１日から施行する。

附 則（平成２６年１２月１６日）

この学則は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月２４日）

１ この学則は，平成２７年３月２４日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。

２ 医学部医学科の特別編入学生として在学するものは，改正前の第１３条の規定にかか

わらず，改正後の同条の規定を適用する。

３ 改正後の第２条第３項の規定にかかわらず，医学部医学科の平成２７年度から平成３

６年度までの収容定員及び平成２７年度から平成３１年度までの入学定員は，次の表の

とおりとする。

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

収容定員 672 人 677 人 682 人 685 人 688 人

入学定員 112 人 112 人 112 人 110 人 110 人
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平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度

収容定員 681 人 669 人 657 人 645 人 635 人

附 則（平成２７年６月２３日）

この学則は，平成２７年７月１日から施行する。

附 則（平成２７年１１月２４日）

この学則は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年２月２３日）

この学則は，平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年６月２８日）

この学則は，平成２８年７月１日から施行する。

附 則（平成２８年９月２７日）

この学則は，平成２８年１０月１日から施行する。
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別表（第３９条の２関係）

学部 学 科・課 程 教員の免許状の種類 免許教科

総合社

会シス 昼間主コース
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社会

テム学 夜間主コース 高等学校教諭一種免許状 公民
科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 社会

人 間 科 学 科 社会コース 高等学校教諭一種免許状 地理歴史，

法文学部 公民

福祉コース 高等学校教諭一種免許状 福祉

国語コース
中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

国語
国際言 昼間主コース 高等学校教諭一種免許状

語文化 英語コース 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状
英語

学科 高等学校教諭一種免許状

夜間主コース 英語コース 中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状
英語

高等学校教諭一種免許状

観光産業 産業経 昼間主コース
高等学校教諭一種免許状 商業

科学部 営学科 夜間主コース

幼 稚 園 教 諭 一 種 免 許 状

小 学 校 教 諭 一 種 免 許 状

国語，社会

数学，理科

中 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 音楽，美術

保健体育，

技術，家庭

英語

教育学部 学校教員養成課程 国語，

地理歴史，

公民，数学，

高等学校教諭一種免許状 理科，音楽，

美術，工芸，

保健体育，

家庭，工業

英語

特別支援学校教諭一種免許状

（知的障害者）

（肢体不自由者）

（病弱者）

社会，理科，
中学校教諭一種免許状

保健体育
生涯教育課程
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地理歴史，
高等学校教諭一種免許状

公民，理科，

保健体育

栄養教諭二種免許状

数 理 科 学 科
中学学校教諭一種免許状

数学

理 学 部 高等学校教諭一種免許状

物 質 地 球 科 学 科 中学校教諭一種免許状
理科

海 洋 自 然 科 学 科 高等学校教諭一種免許状

医 学 部 保 健 学 科 養護教諭一種免許状

機械シ
昼 間 主 コ ー ス

ステム
夜 間 主 コ ー ス

工学科

工 学 部 環 境 建 設 工 学 科 高等学校教諭一種免許状 工業

電気電
昼 間 主 コ ー ス

子工学
夜 間 主 コ ー ス

科

情 報 工 学 科 高等学校教諭一種免許状 情報

亜 熱 帯 地 域 農 学 科

亜熱帯農林環境科学科
農 学 部 高等学校教諭一種免許状 農業

地 域 農 業 工 学 科

亜熱帯生物資源科学科


